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本検討会における検討の進め方と実態調査に関する基本的な考え方 

 

厚生労働省医政局 

 

１．本検討会の位置付け 

「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」（以下、単に「検討

会」という。）は、昨年１２月の社会保障審議会医療部会の意見を踏まえて、特定機能

病院及び地域医療支援病院の承認要件等の見直しについて、具体的に検討を行うもので

ある。 

 

【参考１】医療提供体制の改革に関する意見（抄）（平成２３年１２月２２日社会保障審議会医療部会） 

○ 特定機能病院については、制度発足当初から医療を取り巻く様々な環境が変化している中、以上

の指摘を踏まえつつ、その体制、機能を強化する観点から、現行の承認要件や業務報告の内容等に

ついて見直しが必要である。 

○ 地域医療支援病院については、以上の点を踏まえつつ、その役割・機能を強化する観点から、現

行の承認要件や業務報告の内容等について見直しが必要である。 

 

 【参考２】「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」について（抄） 

（平成２４年３月医政局総務課）［第１回検討会資料］ 

１．開催の趣旨等 

社会保障審議会医療部会において、特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件について、

具体的に検討することが必要とされたことから、本検討会において、これらの具体化に向けて

検討を行う。 

２．検討課題 

・特定機能病院の承認要件の見直し 

・地域医療支援病院の承認要件の見直し 

 

 

２．検討の進め方と実態調査に関する基本的な考え方について 

（１）基本的な考え方 

上記１．により、検討会では、現行の医療法に位置付けられている特定機能病院及

び地域医療支援病院について、その制度の趣旨に沿って、よりふさわしい承認要件の

あり方とその必要な見直しについて検討することを基本とする。 
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なお、そうした検討の過程で、特定機能病院及び地域医療支援病院に関する制度の

基本に関わる課題等に議論が及んだ場合には、承認要件等の見直しに併せて、今後の

検討課題として整理する。 

 

（２）実態調査について 

   （１）を踏まえつつ、以下の観点から実態調査を行い、調査結果を基に必要な検討

を行う。 

 

①  現行の承認要件やその背景となる考え方に従い、特定機能病院及び地域医療支

援病院がその趣旨に沿った実態や機能を果たしているか確認・検証。 

②  それぞれの地域において、同程度の規模を有する医療機関と比較しつつ、特定

機能病院や地域医療支援病院の実態が果たしている機能とどのような違いがある

かについても確認。 

③  都道府県が策定する医療計画においてどのように位置付けられているかも併せ

て確認。 

 

 


